
男女共同参画のすすめ
～2026年男女共同参画週間キャッチフレーズ～

毎年６月２３日から２９日までの１週間は、男女共同参画週間です。
「男女共同参画基本法」が広く皆さんに知らされた日
が平成１１年６月２３日であることから、毎年この１週間を
男女共同参画週間として、様々な男女共同参画の啓発
が行われています。

愛西市では、愛西市中央図書館で、男女共同参画
コーナーを設置し、男女共同参画に関する本の紹介を
行います。

また、６月12日より中央図書館で本の紹介と
あわせて啓発パネルを展示します。仕事と家庭の
両立など、知っていただきたい情報を掲示しています。 

この週間を機会に、職場で、学校で、地域で、家庭で、誰もがそれぞれの個性と能力が発揮できる社
会を目指して、男女共同参画について考えてみましょう。

あなたらしさが社会のチカラ
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